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Ｑ． 

タイに日本親会社 100%出資の製造拠点を有しています。今般、同拠点に有する

機械設備をタイ国内企業向けにリースしたいと考えているのですが、このような

事業は可能でしょうか。（製造業） 

 

Ａ． 

現地規制上、出資比率を変更せずにリース業を行うことは可能です。体制整備

にあたって、信金中金から定款変更手続き等に対応できる現地コンサルティング

会社をご紹介することが可能です。 

 

 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/6_TH_Lease.pdf

